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（１）交通施設 

● モータリゼーションの進展に伴う自動車交通の増加により、市内の各所で渋滞が発生

しています。道路整備に対する市民の関心は常に高く、交通改善のためには道路整備

が不可欠です。 

● 円滑な都市活動や都市機能の強化には、広域化する人・物の流動を支えるとともに、

こうした交通が生活道路に流れ込まないようにする広域幹線道路網の整備が必要で

す。このため、交通量が多く慢性的な渋滞をきたしている南北方向の交通機能を強化

する幹線道路網や速やかな高速交通網への接続を可能とする東西方向の幹線道路網

の整備を促進します。 

● また、こうした広域幹線道路の整備や市内の渋滞状況等を踏まえ、渋滞が顕著な交差

点や中心部周辺のネック点解消に必要な道路整備を進めます。 

● さらに、歩行空間から幹線道路にいたるまで、道路の受け持つ機能を考慮し、各関係

機関と連携しながら、各々の道路の役割を明確にし、交通の安全に配慮した整備を進

めます。 

● 一方、自動車交通の利便性を追及するだけでは、一層の自動車交通の増加を招き、大

気汚染や騒音など生活環境が更に悪化するだけでなく、鉄道やバスなどの公共交通機

関の利用が減少し路線の減便や廃止など重要な都市機能が失われます。 

● このため、市民、交通事業者、行政機関など、市内の交通に関わる関係者が一堂に会

し、関係者相互の調整により一体となった取組を「四日市市都市総合交通戦略」とし

て取りまとめ、自動車交通を円滑にするだけの道路整備にとどまらず、コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワークの持続可能なまちづくりを支える公共交通ネットワーク

の維持・再編を進めます。 

● 市の玄関口となる近鉄四日市駅や JR 四日市駅周辺等においては、駅前広場やバスタ

ーミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備など、交通結節機能を強化するととも

に、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快適に乗り換えができる交通

結節点の整備に取り組みます。 

● また、ICT・IoT 技術を活用しながら、環境にも配慮した低炭素な公共交通機関の利用

促進や利便性の向上を図るとともに、自動運転などの新技術の導入による多様な交通

サービスの提供、デマンド交通等による交通空白地域における交通手段の確保に取り

組みます。 

● さらに、ユニバーサルデザインを採り入れながら、歩いて暮らせるまちづくりを支え

る歩行空間や、自転車で移動しやすいネットワークの整備など、公共交通や自転車・

徒歩等を含めた多様な交通手段が利用できる交通環境づくりを進めます。 
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（２）排水処理施設 

● 快適で衛生的な生活環境の確保とともに、川や海などの公共水域の水質を保全し、地

域に暮らす人々が誇りを持てる美しい環境を次代へと伝えることは今に暮らす私た

ちに課せられた使命です。本市ではこれまで、公共下水道、農業集落排水処理施設、

コミニティ・プラント、合併処理浄化槽等により生活排水や工場排水等の衛生処理を

進めてきました。今後とも、各施設の特性等を勘案して、生活環境の向上と公共用水

域の水質改善に努めます。 

● また、本市の臨海部の市街地部分は地盤が低く、雨水排水の条件に恵まれていない状

況にあり、大規模な水害も発生しています。近年、気候変動の影響や開発等に伴う都

市化の進展、集中豪雨等による降雨量の増加等により、水路からの溢水や道路冠水、

住宅への浸水被害の発生リスクが高まっており、対応が必要となっています。 

● このため、集中豪雨等による浸水被害などから市民の生命、財産を守るべく、調整池

や貯留管、雨水幹線の整備・延伸、ポンプ場の整備などの雨水排水対策を迅速に進め

ます。 

● あわせて、国や県と連携しながら、河川の整備・改修を行うとともに、宅地からの雨

水流出抑制策や丘陵地や農地の保全による保水機能の確保を図るなど、市民や企業と

市が一体となって総合的な治水対策に取り組みます。 

（３）都市の運営に必要な都市施設 

● 大量消費型の生活の拡大などにより、市民の暮らしに伴い排出されるゴミの量が増加

しつづける中、本市でもゴミの減量化などに取り組んでおり、資源循環を進めつつも

最終的に残る廃棄物については、その処理のため、ゴミの埋め立て施設や焼却施設の

整備を進めてきました。 

● このような、本市の都市運営上必要となる都市施設については、必要なときに施設立

地できるように都市計画施設として位置づけます。 

● また、市街化調整区域における公共公益施設（病院、福祉施設、学校、官公庁舎等）

の立地についても、都市計画法に基づく開発許可の対象とされており、施設の必要性

を十分勘案し、道路などの都市基盤の整備の状況や周辺の自然や農業環境への影響な

どを踏まえて適正な立地を図ります。 

● なお、社会経済情勢の変化などに伴い、施設の規模や目的などの変更が見込まれる施

設については、その必要性やまちづくりへの影響などを検証したうえで、必要な見直

しを行います。  
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